
【一般社団法人 お金のソムリエ協会 規約 別紙】

本別紙は、一般社団法人 お金のソムリエ協会 規約（以下「規約」という）を補完するものである。一般社団法人お金
のソムリエ協会(以下「甲」という)が主宰する教育事業(以下「本事業」という)における甲と、規約の認定講師署名欄
に署名した者(以下「乙」という)との間の契約関係に適用するものとし、乙が規約に署名をした時点で本件別紙記載の
内容に合意したものとみなす。

（認定講師登録料と会費等）
第1条　規約第2条規定の認定試験受験料兼認定講師登録料、ライセンス維持に必要な更新料、及び規約第4条規定のお
金のソムリエマスター倶楽部の月会費は次のとおりとする。
(1)受験料兼登録料　インストラクター10,000円（消費税別）、メンター20,000円（消費税別）、ティーチャー10,000
円（消費税別）、マスター30,000円（消費税別）
(2)更新料　前号の登録料と同額（消費税別）
(3)月会費　3,000円（消費税別）
2　お金のソムリエ倶楽部会員については、前項の(2)更新料を免除する

（認定講師への謝礼）
第2条　乙がお金のソムリエ入門セミナー等のフロントセミナーを主催し、かつ、フロントセミナーに続くお金のソム
リエコースを主催した場合において、お金のソムリエコースに進学した受講生から甲が受領した受講料のうち、次の割
合の金額を乙に支払う
(1)当該受講生が乙の紹介やメール案内等をきっかけにフロントセミナー等の申し込みを行い、お金のソムリエコース
に進学した場合には、甲が当該受講生から受領したセミナーの正規受講料の30％（消費税別）を乙に対して支払う。
(2)当該受講生が、乙主催のお金のソムリエコースに参加した場合には、甲が当該受講生から受領したセミナーの正規
受講料の30％（消費税別）を乙に対して支払う。
2　前項は2019年１月開始のお金のソムリエ入門セミナー以降から適用する
3　受講生が夫婦一組または親子一組など家族単位で複数会場のお金のソムリエコースに参加する場合には、受講生に
とってメイン会場となるお金のソムリエコースを主催する認定講師に前項(2)の謝礼を支払う。この場合のメイン会場
とは、次の優先順位にて、協会が判定するものとする。また、いずれの基準でも判定が出来ない場合には、諸般の事情
を勘案の上、協会が判定する。
①1名がフロントセミナーを主催した認定講師が主催するお金のソムリエコースに参加する場合にはその会場
②2名ともフロントセミナー主催講師以外の会場に参加する場合には、出席回数が多い方の会場

（共催者となる認定講師への謝礼）
第3条　他の認定講師に共済者として登壇を依頼する場合には、次のルールにてお金のソムリエコースを当該講師と共
催で開催することとする。なお、複数名が主催者として共同開催とする場合には、前条第１項第２号の報酬については
原則として、諸経費控除後の金額を寄与度に応じて按分する。
(1)お金のソムリエコースを主催するメイン講師は、共催講師に1回以上の登壇を委託し、登壇謝礼として1回につき30,
000円（消費税込）を支払う。
(2)共催者となる認定講師は、すべての回において、サポーターとして参加し、メイン講師をサポートする。

（サポーターへの謝礼）
第4条　乙が他の認定講師にサポーターとして参加していただいた場合には、乙は当該講師に対して10,000円（消費税
込）を謝礼として支払う。
2　サポート参加可能な認定講師を乙が見つけることができない場合には、甲に対してサポーター派遣を要請すること
ができる。派遣依頼については、セミナー開催日の2週間前までに行うこととし、派遣料として1回につき20,000円（消
費税込）を甲に支払う。
3　やむを得ない事情により、片道100km以上離れた遠隔地の認定講師にサポートを依頼する場合で、かつ、サポート目
的だけで応援に来ていただく場合には、往復交通費実費相当額を謝礼または派遣料に加算する。
4　認定講師以外のお金のソムリエ倶楽部会員にサポートを依頼する場合には、フロントセミナーについては1回につき
5,000円の謝礼とし、お金のソムリエコースについては無報酬とする。但し、ナビゲーターについてはいずれも5,000円
とする。

（協会への講師派遣依頼）
第5条　やむを得ない事情により乙が登壇できない場合には、甲に対して講師の派遣を要請することができる。
派遣依頼については、セミナー開催日の2週間前までに行うこととし、派遣料として1回につき50,000円（消費税込）を
甲に支払う。また、片道100km以上離れた遠隔地の認定講師が派遣される場合には、往復交通費実費相当額を当該講師
に支払う。

（委託報酬）
第6条　規約第6条に基づき、甲及び支部長または委員長が乙に対し業務を委託する場合には、つぎのとおり月末締め翌
月末で謝礼を支払う。
(1)第6条1号により、乙が例会・グループコンサル・分科会を開催した場合、参加者１名につき2,000円（消費税込）を
謝礼として支払う。また、事前に甲の許可を得て社会通念上適正料金にてセミナー会場を利用する場合には会場利用料
実費を乙に対して支払う。なお、セミナー会場の内外を問わず懇親会を開催した場合には懇親会参加者１名につき1,
000円（消費税込）を懇親会実費の補助金として支払う。本項は2020年1月開催分から適用する。
(2)6条2号により、乙が甲及び支部長または委員長開催のセミナーの講師を行った場合は、乙に対し1回につき30,000円
（消費税込）を、月末締め翌月末に支払う。
(3)6条3号により、乙が甲及び支部長または委員長の依頼によりサポーター業務を行った場合は、乙に対し、1回につき
10,000円（消費税込）を、月末締め翌月末に支払う。
2　前項の金員は上記乙の指定口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲または支部長または委員長の負担とする。

（違約金）
第7条　規約第20条第3項に基づく違約金は次の通りとする。
(1)第12条(類似的商標出願の禁止)に違反した場合は、１件につき金100万円の違約金を支払い、商標権を取得した場合
には無償で甲に権利を遅滞なく譲渡する。
(2)17条(競業禁止)に違反した場合は遅滞なく甲に報告の上開催を中止し、セミナーや勉強会など１回の開催につき金
100万円の違約金を支払う。また、甲のライセンスを模倣した場合にも遅滞なく甲に報告の上原状回復を行い、金1,000
万円の違約金を支払う。
(3)第18条(知的財産権)に違反をした場合は遅滞なく甲に報告の上原状回復を行い、１件につき金100万円の違約金を支



払う。
(4)上記に関わらず、その他、甲が被った損害については、乙は全額を賠償する。

(内容の変更)
第8条　甲は、乙に通知することにより、有効期間中においても、別紙の内容を変更することができる。その他、別紙
に記載のない事項については、規定の記載に従う。


